
お 知 ら せ 
令和 8年 2月 1日から 

佐世保海上保安部の通達により 

佐世保港内は、航路設定区間において 

原則、船舶の追い越しが禁止されました。 

（危険回避の場合を除く） 

これにより船の発着時刻に遅れが生じる場合があります。 

ご利用のお客様には、ご迷惑をお掛け致しますが、 

ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 

        西 海 沿 岸 商 船 ㈱ 

崎 戸 商 船 ㈱

 


